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（提案理由） 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に 

関する法律の施行に伴う都市公園法等の改正により、都市公園の設置等に関する基準

を定める必要があるため、本案を提出するものであります。 



   小金井市立公園条例の一部を改正する条例 

 

 小金井市立公園条例（平成３年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 

 題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 市立公園の設置等の告示（第３条） 

 第３章 都市公園の設置等に関する基準（第３条の２―第３条の５） 

 第４章 市立公園の管理（第４条―第１８条） 

第５章 雑則（第１９条） 

第６章 罰則（第２０条） 

付則 

   第１章 総則 

 第２条に次の１号を加える。 

 ⑺ 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告

もしくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。 

 第２条の次に次の章名を付する。 

第２章 市立公園の設置等の告示 

 第３条の次に次の章名及び４条を加える。 

   第３章 都市公園の設置等に関する基準 

（住民１人当たりの都市公園面積の標準） 

第３条の２ 市の区域内の都市公園（市域にある都の設置する公園を含む。）の住民

１人当たりの敷地面積の標準は、１０平方メートル以上とする。 

（都市公園の配置及び規模の基準） 

第３条の３ 市長が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、その特質に応じ

て都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮

するほか、次の各号に定めるところによりその配置及び規模を定める。  

⑴ 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街

区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、

０．２５ヘクタールを標準として定めること。 

⑵ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣



に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、１．

５ヘクタールを標準として定めること。 

⑶ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、

徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地

面積は、４ヘクタールを標準として定めること。 

⑷ 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に

供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする

都市公園については、容易に利用することができるように配置し、それぞれその

利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその

敷地面積を定めること。 

２ 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、

主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生

息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中

心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲

げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に

応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその

敷地面積を定めるものとする。 

（公園施設の建築面積の基準） 

第３条の４ 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物（建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）の建築

面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、１００分の２を超えてはな

らない。ただし、次の各号に定める特別の場合は、当該各号に規定する建築物に限

り、当該各号で規定された当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度としてこれ

を超えることができる。 

⑴ 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）第５条第２項に規定する休養

施設、同条第４項に規定する運動施設、同条第５項に規定する教養施設又は同条

第８項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則（昭和３１年建設省令第３

０号。以下「省令」という。）第１条の２に規定する災害応急対策に必要な施設

である建築物（次号に掲げる建築物を除く。）を設ける場合 １００分の１０ 

⑵ 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のアからウまでのいずれか

に該当する建築物を設ける場合 １００分の２０ 

ア 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定により国宝、重要文化財、



重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物もしくは史跡名勝天然記念物と

して指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財もしくは登録記念物

として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いも

のとして省令第１条の３に規定する建築物 

イ 景観法（平成１６年法律第１１０号）の規定により景観重要建造物として指 

定された建築物 

ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 （平成２０年法律第

４０号）の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物 

２ 都市公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する

建築物として省令第２条に規定するものを設ける場合は、当該建築物に限り、当該

都市公園の敷地面積の１００分の１０を限度として前項の規定により認められる建

築面積を超えることができる。 

３ 都市公園に仮設公園施設（３月を限度として公園施設として臨時に設けられる建

築物をいい、前２項に規定する建築物を除く。）を設ける場合は、当該建築物に限

り、当該都市公園の敷地面積の１００分の２を限度として前２項の規定により認め

られる建築面積を超えることができる。 

（移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準） 

第３条の５ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法

律第９１号）第１３条第１項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公

園施設の新設、増築又は改築を行うときは、別表第１に規定する基準に適合させな

ければならない。ただし、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置について

は、同表の規定によらないことができる。 

 第４条の前に次の章名を付する。 

   第４章 市立公園の管理 

 第９条第１項中「別表」を「別表第２」に改める。 

 第１８条の次に次の章名を付する。 

   第５章 雑則 

 第１９条を削り、第２０条を第１９条とし、同条の次に次の章名及び１条を加える。 

   第６章 罰則 

 （過料） 

第２０条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、過料を科する必要があると認

めたときは、５万円以下において市長が定める額を徴収することができる。 



⑴ 第４条又は第８条第１項の規定に違反して市立公園を使用又は占用した者 

⑵ 第５条各号に掲げる行為をした者 

⑶ 第６条の規定による制限又は禁止に違反した者 

⑷ 第１３条の規定に違反した者 

⑸ 第１４条の規定による命令に違反した者 

別表を別表第２とし、付則の次に次の１表を加える。 

別表第１（第３条の５関係） 

特定公園施設 基準 

１ 園路及び広場 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行令（平成１８年政令第３７９号）第３

条第１号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのう

ち１以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

⑴ 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ただし、地形上又は構造上、次号に規定する構造の通路に

接続しがたい出入口については、この限りでない。この場

合において、整備基準に適合した出入口の位置を明示する

案内板を設けること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、９０センチメートル以上とすることができる。 

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔

のうち１以上は、９０センチメートル以上とするこ

と。 

ウ 出入口から水平距離が１５０センチメートル以上の水

平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

エ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けない

こと。 

オ エの規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路（その踊



り場を含む。以下同じ。）を併設すること。 

カ 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとするこ

と。 

キ 視覚障害者誘導用ブロック、舗装材の変化等により道

路との境界を明示すること。また、直接車道と接する場

合には、２センチメートルを標準として段差を設けるこ

と。 

⑵ 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、１８０センチメートル以上とすること。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、通路の末端の付近及び５０メートル以内ごと

に、車椅子が転回できる場所を確保した上で、幅１２０

センチメートル以上とすることができる。 

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けない

こと。 

ウ イの規定にかかわらず、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設す

ること。 

エ 縦断勾配は、４パーセント以下とすること。ただし、

地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合

は、８パーセント以下とすることができる。 

オ ３パーセントから４パーセントまでの縦断勾配が５０

メートル以上続く場合は、途中に１５０センチメートル

以上の水平部分を設けること。 

カ 縁石、街渠
きょ

等により段差を生じる場合は、５パーセン

ト以下（構造上等やむを得ない場合は、８パーセント以

下）の勾配ですりつけること。やむを得ず段差を残す場

合は、その段差は２センチメートル以下とすること。 

キ 横断勾配は、１パーセント以下とすること。ただし、

排水等により特別な理由がある場合のみ２パーセント以

下とすることができる。 

ク 通路に附帯する観覧場所及び休憩場所には、車椅子が



安定して停止できる水平部分を適宜設けること。 

ケ 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとするこ

と。 

コ 視覚障害者誘導用ブロックを通路の要所に敷設するこ

と。 

⑶ 階段（その踊り場を含む。以下同じ。）は、次に掲げ

る基準に適合するものであること。  

ア 回り段は用いないこと。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでな

い。 

イ 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の始点及び終点に水平部分を、高さ３メートル以

内ごとに水平な踊り場を設けること。この場合におい

て、当該水平部分及び踊り場の長さは、１５０センチメ

ートル以上とすること。 

エ 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

オ 手すりの端部付近に、階段の通ずる場所を示す点字を

貼り付けること。 

カ 表面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとするこ

と。 

キ 踏面は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、か

つ、つまずきにくい構造とすること。 

ク 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面

である場合は、この限りでない。 

ケ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。  

コ 階段の始終端部に近接する路面には、視覚障害者誘導

用ブロックを敷設すること。 

⑷ 傾斜路（階段もしくは段に代わり、又はこれに併設す

るものに限る。）は、次に掲げる基準に適合するもので

あること。 



ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただ

し、階段又は段に併設する場合は、９０センチメートル

以上とすることができる。 

イ 縦断勾配は、原則として５パーセント以下とするこ

と。ただし、傾斜路の高さが７５センチメートル以下の

場合は、８パーセント以下とすることができる。 

ウ 高さが７５センチメートルを超える傾斜路にあって

は、高さ７５センチメートル以内ごとに踏幅１５０セン

チメートル以上の踊り場を水平に設けること。 

エ 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

オ 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面

である場合には、この限りでない。 

カ 路面は、平たんで濡れても滑りにくい仕上げとするこ

と。 

キ 横断勾配は設けないこと。 

⑸ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、

柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等

の転落を防止するための設備を設けること。 

⑹ ２の項から６の項までの規定により設けられた特定公

園施設のうちそれぞれ１以上及び高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年

国土交通省令第１１０号）第２条第２項の主要な公園施

設に接続していること。 

２ 屋根付広場 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち１

以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならな

い。 

⑴ 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであるこ

と。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただ



し、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合は、８０センチメートル以上とすることができ

る。 

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこ

と。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設することが

できる。 

⑵ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されて

いること。 

３ 休憩所及び管

理事務所 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する休憩所を設ける場合、そのうち１以上

は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。  

⑴ 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであるこ

と。 

ア 出入口の幅は、１２０センチメートル以上とするこ

と。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合は、８０センチメートル以上とするこ

とができる。 

イ 高齢者、障害者等が利用する際に支障となる段を設

けないこと。 

ウ イの規定にかかわらず、やむを得ず段差を設ける場

合には、傾斜路を併設すること。 

エ 戸を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するもの

であること。 

（ア） 幅は、８０センチメートル以上とすること。  

（イ） 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構

造のものであること。 

⑵ カウンターを設ける場合は、そのうち１以上は、車椅

子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。

ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て

対応できる構造である場合は、この限りでない。  

⑶ 車椅子使用者等の円滑な利用に適した広さを確保する



こと。 

⑷ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち 1 以

上は、５の項第２号から第６号までに規定する基準に適

合するものであること。 

⑸ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する管理事務所は、第１号から前号まで

に規定する基準に適合するものであること。  

４ 駐車場 ⑴ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち１

以上に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐

車施設（以下「車椅子使用者用駐車施設」という。）を

設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及

び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）

の駐車のための駐車場については、この限りでない。  

⑵ 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合す

るものでなければならない。  

ア 幅は、３５０センチメートル以上とすること。  

イ １の項第２号に規定する通路に接続しやすい位置に

設けること。 

ウ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使

用者用駐車施設の表示をすること。  

５ 便所 ⑴ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合する

ものでなければならない。 

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであ

ること。 

イ 男子用小便器を設ける場合は、１以上の床置式小便

器、壁掛式小便器（受け口の高さが３５センチメート

ル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器

が設けられていること。 

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すり及び



光感知式自動洗浄装置が設けられていること。  

エ 複数の便房がある場合、１以上（男子用及び女子用の

区別があるときは、それぞれ１以上）を次に定める構造

とすること。 

（ア） 大便器は、１以上を腰掛け式とし、手すりを設ける 

こと。 

（イ） 便房の戸には、腰掛け式便器である旨を表示するこ 

と。 

⑵ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち１以

上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいず

れかに適合するものでなければならない。  

ア 便所内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構

造を有する便房が設けられていること。  

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有す

る便所であること。 

⑶ 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に

適合するものでなければならない。  

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものである 

こと。 

（ア） 幅は、８５センチメートル以上とすること。ただ  

し、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得  

ない場合は、８０センチメートル以上とすることが 

できる。 

（イ） 車椅子使用者が通過する際に支障となる段がない  

こと。 

（ウ） （イ）の規定にかかわらず、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路

を併設すること。 

（エ） （ウ）に定める傾斜路の幅は、９０センチメートル以上

とし、勾配は、５パーセント以下とすること。ただ

し、高低差が１６センチメートル以下の場合は１２



パーセント以下、傾斜路の高さが７５センチメート

ル以下の場合は８パーセント以下とすることができ

る。 

（オ） 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有 

する便房が設けられていることを表示する標識が設

けられていること。 

（カ） 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に

適合するものであること。 

ａ 幅は、８５センチメートル以上とすること。た

だし、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合は、８０センチメートル以上とする

ことができる。 

ｂ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる

構造のものであること。 

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保され

ていること。 

⑷ 第２号アの便房は、次に掲げる基準に適合するもので

なければならない。 

ア 出入口には、通過する際に支障となる段を設けない

こと。 

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な

利用に適した構造のものであることを表示する標識が

設けられていること。 

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。  

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有す

る水洗器具が設けられていること。  

⑸ 第３号ア（ア）及び（カ）並びにイの規定は、前号の便房につ

いて準用する。 

⑹ 第３号ア（ア）から（エ）まで及び（カ）並びにイ並びに第４号イ

からエまでの規定は、第２号イの便所について準用す

る。この場合において、第４号イ中「当該便房」とある

のは、「当該便所」と読み替えるものとする。  



６ 水飲場及び手

洗場 

 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する水飲場及び手洗場は、次に掲げる基準に

適合するものでなければならない。  

⑴ 飲み口は、上向きとすること。  

⑵ 飲み口までの高さは、７０センチメートルから８０セ

ンチメートルまでとし、下部に高さ６５センチメートル

以上、奥行き４５センチメートル以上の空間を確保する

こと。 

⑶ 車椅子が接近し方向転換できるように、使用方向に１

５０センチメートル以上かつ幅１５０センチメートル以

上の水平部分を設けること。  

７ 掲示板、案内

板及び標識 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する掲示板、案内板及び標識は、次に掲げる

基準に適合するものでなければならない。  

⑴ 園内の要所に必要に応じて設けること。  

⑵ 標記内容が容易に読み取れるような文字の大きさ、色

調及び明度とし、分かりやすい位置に、車椅子使用者に

も見やすい高さに設けること。  

⑶ 案内板には、車椅子での利用が可能な園路及び施設を

表示すること。 

⑷ 通行の支障とならないよう通路に突出しない位置に設

けること。ただし、やむを得ず突出する場合は、掲示

板、案内板及び標識の下端の位置が地上２５０センチメ

ートル以上になるよう設置すること。  

⑸ 平仮名、絵文字（ピクトグラム）、ローマ字等による

標示を併用すること。 

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する別表第１に掲げる特定公園施設について、この条



例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定

は適用しない。 
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議案第２６号資料１ 

 

小金井市立公園条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正条例 現行条例 備考 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 市立公園の設置等の告示（第３条） 

 第３章 都市公園の設置等に関する基準（第３条の２―第

３条の５） 

 第４章 市立公園の管理（第４条―第１８条） 

第５章 雑則（第１９条） 

第６章 罰則（第２０条） 

付則 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 省略 

 （定義） 

第２条 この条例において、用語の意義は、次の各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 

 ～  
 ⑹ 

 ⑺ 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘

導又は段差の存在等の警告もしくは注意喚起を行うた

めに路面に敷設されるブロックをいう。 

   第２章 市立公園の設置等の告示 

 （市立公園の設置、変更及び廃止） 

第３条 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 省略 

 （定義） 

第２条 この条例において、用語の意義は、次の各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 

 ～  
 ⑹ 

 

 

 

 

（市立公園の設置、変更及び廃止） 

第３条 省略 

目次の新

設 

 

 

 

 

 

 

 

章名の新

設 

 

 

 

 

 

 

 

定義規定 

の追加 

 

章名の新

設 
 

省略 省略 
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   第３章 都市公園の設置等に関する基準 

（住民１人当たりの都市公園面積の標準） 

第３条の２ 市の区域内の都市公園（市域にある都の設置す

る公園を含む。）の住民１人当たりの敷地面積の標準は、１

０平方メートル以上とする。 

（都市公園の配置及び規模の基準） 

第３条の３ 市長が次に掲げる都市公園を設置する場合にお

いては、その特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、

かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、

次の各号に定めるところによりその配置及び規模を定め

る。  

⑴ 主として街区内に居住する者の利用に供することを目

的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用す

ることができるように配置し、その敷地面積は、０．２５

ヘクタールを標準として定めること。 

⑵ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的

とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用するこ

とができるように配置し、その敷地面積は、１．５ヘクタ

ールを標準として定めること。 

⑶ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供すること

を目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易

に利用することができるように配置し、その敷地面積は、

４ヘクタールを標準として定めること。 

⑷ 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、

運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、

主として運動の用に供することを目的とする都市公園に

ついては、容易に利用することができるように配置し、そ

れぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十

分発揮することができるようにその敷地面積を定めるこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章名の新

設 

標準とす

る都市公

園の面積

基準を新

設 

都市公園

の配置及

び規模の

基準を新

設 
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と。 

２ 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝

地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供するこ

とを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育

地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市

街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目

的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市

公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応

じて都市公園としての機能を十分発揮することができるよ

うに配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。 

（公園施設の建築面積の基準） 

第３条の４ 一の都市公園に公園施設として設けられる建築

物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１

号に規定する建築物をいう。以下同じ。）の建築面積の総計

の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、１００分の２

を超えてはならない。ただし、次の各号に定める特別の場

合は、当該各号に規定する建築物に限り、当該各号で規定

された当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度として

これを超えることができる。 

⑴ 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）第５条

第２項に規定する休養施設、同条第４項に規定する運動施

設、同条第５項に規定する教養施設又は同条第８項に規定

する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則（昭和３１年建設

省令第３０号。以下「省令」という。）第１条の２に規定

する災害応急対策に必要な施設である建築物（次号に掲げ

る建築物を除く。）を設ける場合 １００分の１０ 

⑵ 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次の

アからウまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 

１００分の２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市公園

の施設の

建築面積

基準を新

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ア 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定に

より国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡

名勝天然記念物もしくは史跡名勝天然記念物として指

定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財もし

くは登録記念物として登録された建築物その他これら

に準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令

第１条の３に規定する建築物 

イ 景観法（平成１６年法律第１１０号）の規定により景

観重要建造物として指定された建築物 

ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法

律 （平成２０年法律第４０号）の規定により歴史的風

致形成建造物として指定された建築物 

２ 都市公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その

他の高い開放性を有する建築物として省令第２条に規定す

るものを設ける場合は、当該建築物に限り、当該都市公園

の敷地面積の１００分の１０を限度として前項の規定によ

り認められる建築面積を超えることができる。 

３ 都市公園に仮設公園施設（３月を限度として公園施設と

して臨時に設けられる建築物をいい、前２項に規定する建

築物を除く。）を設ける場合は、当該建築物に限り、当該都

市公園の敷地面積の１００分の２を限度として前２項の規

定により認められる建築面積を超えることができる。 

（移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準） 

第３条の５ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成１８年法律第９１号）第１３条第１項の規定

に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の新

設、増築又は改築を行うときは、別表第１に規定する基準に

適合させなければならない。ただし、災害等のため一時使用

する特定公園施設の設置については、同表の規定によらない
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ことができる。 

   第４章 市立公園の管理 

 （行為の禁止） 

第４条 省略 

（占用料） 

第９条 市長は、前条の規定により市立公園の占用許可を与

えるとき、別表第２に掲げる占用物件については、その該

当する額の占用料を徴収するものとする。 

２ 省略 

 （届出） 

第１８条 省略 

   第５章 雑則 

 

 

 

 （委任） 

第１９条 省略 

   第６章 罰則 

 （過料） 

第２０条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、過料

を科する必要があると認めたときは、５万円以下において

市長が定める額を徴収することができる。 

⑴ 第４条又は第８条第１項の規定に違反して市立公園を

使用又は占用した者 

⑵ 第５条各号に掲げる行為をした者 

⑶ 第６条の規定による制限又は禁止に違反した者 

⑷ 第１３条の規定に違反した者 

⑸ 第１４条の規定による命令に違反した者 

 

 

 

 （行為の禁止） 

第４条 省略 

（占用料） 

第９条 市長は、前条の規定により市立公園の占用許可を与

えるとき、別表に掲げる占用物件については、その該当す

る額の占用料を徴収するものとする。 

２ 省略 

 （届出） 

第１８条 省略 

 

（過料） 

第１９条 省略 

 

 （委任） 

第２０条 省略 
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別表第１（第３条の５関係） 

特定公園施

設 

基準 

１  園路及

び広場 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行令（平成１８年政令第３

７９号）第３条第１号に規定する園路及

び広場を設ける場合は、そのうち１以上

は、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

⑴ 出入口は、次に掲げる基準に適合す

るものであること。ただし、地形上又

は構造上、次号に規定する構造の通路

に接続しがたい出入口については、こ

の限りでない。この場合において、整

備基準に適合した出入口の位置を明示

する案内板を設けること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上と

すること。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場

合は、９０センチメートル以上とする

ことができる。 

イ 車止めを設ける場合は、当該車止

めの相互間の間隔のうち１以上は、

９０センチメートル以上とするこ

と。 

ウ 出入口から水平距離が１５０セン
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チメートル以上の水平面を確保する

こと。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合は、

この限りでない。 

エ 車椅子使用者が通過する際に支障

となる段を設けないこと。 

オ エの規定にかかわらず、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得

ず段を設ける場合は、傾斜路（その踊

り場を含む。以下同じ。）を併設する

こと。 

カ 路面は、平たんで濡れても滑りにく

い仕上げとすること。 

キ 視覚障害者誘導用ブロック、舗装材

の変化等により道路との境界を明示

すること。また、直接車道と接する場

合には、２センチメートルを標準とし

て段差を設けること。 

⑵ 通路は、次に掲げる基準に適合する

ものであること。 

ア 幅は、１８０センチメートル以上と

すること。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場

合は、通路の末端の付近及び５０メー

トル以内ごとに、車椅子が転回できる

場所を確保した上で、幅１２０センチ

メートル以上とすることができる。 

イ 車椅子使用者が通過する際に支障
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となる段を設けないこと。 

ウ イの規定にかかわらず、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得

ず段を設ける場合は、傾斜路を併設す

ること。 

エ 縦断勾配は、４パーセント以下とす

ること。ただし、地形の状況その他の

特別な理由によりやむを得ない場合

は、８パーセント以下とすることがで

きる。 

オ ３パーセントから４パーセントま

での縦断勾配が５０メートル以上続

く場合は、途中に１５０センチメート

ル以上の水平部分を設けること。 

カ 縁石、街渠
きょ

等により段差を生じる場

合は、５パーセント以下（構造上等や

むを得ない場合は、８パーセント以

下）の勾配ですりつけること。やむを

得ず段差を残す場合は、その段差は２

センチメートル以下とすること。 

キ 横断勾配は、１パーセント以下とす

ること。ただし、排水等により特別な

理由がある場合のみ２パーセント以

下とすることができる。 

ク 通路に附帯する観覧場所及び休憩

場所には、車椅子が安定して停止でき

る水平部分を適宜設けること。 

ケ 路面は、平たんで濡れても滑りにく
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い仕上げとすること。 

コ 視覚障害者誘導用ブロックを通路

の要所に敷設すること。 

⑶ 階段（その踊り場を含む。以下同

じ。）は、次に掲げる基準に適合する

ものであること。 

ア 回り段は用いないこと。ただし、地

形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、この限りでな

い。 

イ 幅は、１２０センチメートル以上と

すること。 

ウ 階段の始点及び終点に水平部分を、

高さ３メートル以内ごとに水平な踊

り場を設けること。この場合におい

て、当該水平部分及び踊り場の長さ

は、１５０センチメートル以上とする

こと。 

エ 手すりを両側に連続して設けるこ

と。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

オ 手すりの端部付近に、階段の通ずる

場所を示す点字を貼り付けること。 

カ 表面は、平たんで濡れても滑りにく

い仕上げとすること。 

キ 踏面は、視覚障害者等が識別しやす

いものとし、かつ、つまずきにくい構
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造とすること。 

ク 両側に立ち上がりを設けること。た

だし、側面が壁面である場合は、この

限りでない。 

ケ 階段を設ける場合は、傾斜路を併

設すること。 

コ 階段の始終端部に近接する路面に

は、視覚障害者誘導用ブロックを敷設

すること。 

⑷ 傾斜路（階段もしくは段に代わり、

又はこれに併設するものに限る。）は、

次に掲げる基準に適合するものであ

ること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上と

すること。ただし、階段又は段に併設

する場合は、９０センチメートル以上

とすることができる。 

イ 縦断勾配は、原則として５パーセン

ト以下とすること。ただし、傾斜路の

高さが７５センチメートル以下の場

合は、８パーセント以下とすることが

できる。 

ウ 高さが７５センチメートルを超え

る傾斜路にあっては、高さ７５センチ

メートル以内ごとに踏幅１５０セン

チメートル以上の踊り場を水平に設

けること。 

エ 手すりを両側に連続して設けるこ
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と。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

オ 両側に立ち上がりを設けること。た

だし、側面が壁面である場合には、こ

の限りでない。 

カ 路面は、平たんで濡れても滑りにく

い仕上げとすること。 

キ 横断勾配は設けないこと。 

⑸ 高齢者、障害者等が転落するおそれ

のある場所には、柵、視覚障害者誘導

用ブロックその他の高齢者、障害者等

の転落を防止するための設備を設ける

こと。 

⑹ ２の項から６の項までの規定によ

り設けられた特定公園施設のうちそ

れぞれ１以上及び高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律

施行規則（平成１８年国土交通省令第

１１０号）第２条第２項の主要な公園

施設に接続していること。 

２  屋根付

広場 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する屋根

付広場を設ける場合は、そのうち１以上

は、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

⑴ 出入口は、次に掲げる基準に適合す

るものであること。 
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ア 幅は、１２０センチメートル以上

とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得な

い場合は、８０センチメートル以上

とすることができる。 

イ 車椅子使用者が通過する際に支

障となる段がないこと。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ず段を設ける場合は、傾

斜路を併設することができる。 

⑵ 車椅子使用者の円滑な利用に適し

た広さが確保されていること。 

３  休憩所

及び管理事

務所 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する休憩

所を設ける場合、そのうち１以上は、次

に掲げる基準に適合するものでなけれ

ばならない。 

⑴ 出入口は、次に掲げる基準に適合す

るものであること。 

ア 出入口の幅は、１２０センチメー

トル以上とすること。ただし、地形

の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、幅は、８０セ

ンチメートル以上とすることがで

きる。 

イ 高齢者、障害者等が利用する際に

支障となる段を設けないこと。 

ウ イの規定にかかわらず、やむを得
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ず段差を設ける場合には、傾斜路を

併設すること。 

エ 戸を設ける場合は、次に掲げる基

準に適合するものであること。 

（ア） 幅は、８０センチメートル以上

とすること。 

（イ） 高齢者、障害者等が容易に開閉

して通過できる構造のものである

こと。 

⑵ カウンターを設ける場合は、そのう

ち１以上は、車椅子使用者の円滑な利

用に適した構造のものであること。た

だし、常時勤務する者が容易にカウン

ターの前に出て対応できる構造であ

る場合は、この限りでない。 

⑶ 車椅子使用者等の円滑な利用に適

した広さを確保すること。 

⑷ 不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する

便所を設ける場合は、そのうち 1 以上

は、５の項第２号から第６号までに規

定する基準に適合するものであるこ

と。 

⑸ 不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する

管理事務所は、第１号から前号までに

規定する基準に適合するものである

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

４ 駐車場 ⑴ 不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する

駐車場を設ける場合は、そのうち１以

上に、車椅子使用者が円滑に利用する

ことができる駐車施設（以下「車椅子

使用者用駐車施設」という。）を設け

なければならない。ただし、専ら大型

自動二輪車及び普通自動二輪車（いず

れも側車付きのものを除く。）の駐車

のための駐車場については、この限り

でない。 

⑵ 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲

げる基準に適合するものでなければ

ならない。 

ア 幅は、３５０センチメートル以上

とすること。 

イ １の項第２号に規定する通路に

接続しやすい位置に設けること。 

ウ 車椅子使用者用駐車施設又はそ

の付近に、車椅子使用者用駐車施設

の表示をすること。 

５ 便所 ⑴ 不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する

便所は、次に掲げる基準に適合するも

のでなければならない。 

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げが

なされたものであること。 

イ 男子用小便器を設ける場合は、１
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以上の床置式小便器、壁掛式小便器

（受け口の高さが３５センチメー

トル以下のものに限る。）その他こ

れらに類する小便器が設けられて

いること。 

ウ イの規定により設けられる小便

器には、手すり及び光感知式自動洗

浄装置が設けられていること。 

エ 複数の便房がある場合、１以上（男

子用及び女子用の区別があるときは、

それぞれ１以上）を次に定める構造と

すること。 

（ア） 大便器は、１以上を腰掛け式と

し、手すりを設けること。 

（イ） 便房の戸には、腰掛け式便器であ

る旨を表示すること。 

⑵ 不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する

便所を設ける場合は、そのうち１以上

は、前号に掲げる基準のほか、次に掲

げる基準のいずれかに適合するもの

でなければならない。 

ア 便所内に高齢者、障害者等の円滑

な利用に適した構造を有する便房

が設けられていること。 

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に

適した構造を有する便所であるこ

と。 
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⑶ 前号アの便房が設けられた便所は、

次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合

するものであること。 

（ア） 幅は、８５センチメートル以上

とすること。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、８０センチメート

ル以上とすることができる。 

（イ） 車椅子使用者が通過する際に支

障となる段がないこと。 

（ウ） （イ）の規定にかかわらず、地形の

状況その他の特別の理由によりや

むを得ず段を設ける場合は、傾斜

路を併設すること。 

（エ） （ウ）に定める傾斜路の幅は、９０セ

ンチメートル以上とし、勾配は、５

パーセント以下とすること。ただ

し、高低差が１６センチメートル以

下の場合は１２パーセント以下、傾

斜路の高さが７５センチメートル

以下の場合は８パーセント以下と

することができる。 

（オ） 高齢者、障害者等の円滑な利用

に適した構造を有する便房が設け

られていることを表示する標識が

設けられていること。 
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（カ） 戸を設ける場合は、当該戸は、

次に掲げる基準に適合するもので

あること。 

ａ 幅は、８５センチメートル以

上とすること。ただし、地形の

状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、８０セン

チメートル以上とすることがで

きる。 

ｂ 高齢者、障害者等が容易に開

閉して通過できる構造のもので

あること。 

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適

した広さが確保されていること。 

⑷ 第２号アの便房は、次に掲げる基準

に適合するものでなければならない。 

ア 出入口には、通過する際に支障と

なる段を設けないこと。 

イ 出入口には、当該便房が高齢者、

障害者等の円滑な利用に適した構

造のものであることを表示する標

識が設けられていること。 

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられ

ていること。 

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に

適した構造を有する水洗器具が設

けられていること。 

⑸ 第３号ア（ア）及び（カ）並びにイの規定
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は、前号の便房について準用する。 

⑹ 第３号ア（ア）から（エ）まで及び（カ）並び

にイ並びに第４号イからエまでの規

定は、第２号イの便所について準用す

る。この場合において、第４号イ中「当

該便房」とあるのは、「当該便所」と

読み替えるものとする。 

６  水飲場

及 び 手 洗

場 

 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する水飲

場及び手洗場は、次に掲げる基準に適合

するものでなければならない。 

⑴ 飲み口は、上向きとすること。 

⑵ 飲み口までの高さは、７０センチメ

ートルから８０センチメートルまで

とし、下部に高さ６５センチメートル

以上、奥行き４５センチメートル以上

の空間を確保すること。 

⑶ 車椅子が接近し方向転換できるよ

うに、使用方向に１５０センチメート

ル以上かつ幅１５０センチメートル

以上の水平部分を設けること。 

７ 掲示板、

案内板及び

標識 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する掲示

板、案内板及び標識は、次に掲げる基準

に適合するものでなければならない。 

⑴ 園内の要所に必要に応じて設ける

こと。 

⑵ 標記内容が容易に読み取れるよう
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な文字の大きさ、色調及び明度とし、

分かりやすい位置に、車椅子使用者に

も見やすい高さに設けること。 

⑶ 案内板には、車椅子での利用が可能

な園路及び施設を表示すること。 

⑷ 通行の支障とならないよう通路に

突出しない位置に設けること。ただ

し、やむを得ず突出する場合は、掲示

板、案内板及び標識の下端の位置が地

上２５０センチメートル以上になる

よう設置すること。 

⑸ 平仮名、絵文字（ピクトグラム）、

ローマ字等による標示を併用するこ

と。 

別表第２（第９条関係） 

市立公園の占用に係る占用料 

  占用物件 単位 占用料（円）  

 省略  

 備考 省略  

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する別表第１に掲げる特定公

園施設について、この条例の規定に適合しない部分がある

場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第９条関係） 

市立公園の占用に係る占用料 

  占用物件 単位 占用料（円）  

 省略  

 備考 省略  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表の追

加による

整理 

 

 

 

 
















